
21【参考】 マスメディア集中排除原則に係る現状と課題

○ マスメディア集中排除原則は、「基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送に
よる表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」（放送法第91条第２項第１号）ため、放送の多元性・多様性・地域
性の確保を目指すもの。

○ 一の基幹放送事業者が二以上の基幹放送を行うこと（兼営）のほか、基幹放送事業者が「支配関係」を有する者を通じて二以
上の基幹放送を行うこと（支配）を原則として禁止。

○ 「支配関係」の基準※１（地上基幹放送の場合）
・議決権保有割合： 同一放送対象地域 1/10超、異なる放送対象地域 1/3超
・役員兼任割合： 特定役員※２の1/5超
・代表権を有する特定役員※２又は常勤の特定役員※２の兼任

○ 特例※１として、ラジオ４局特例、特定隣接地域特例、経営基盤強化計画認定制度における
役員兼任に係る特例、認定放送持株会社制度に係る特例等が設けられている。

○ マスメディア集中排除原則の政策目的は今なお重要であるが、インターネットを含め情報空間が放送以外にも広がる現在
においては、その政策目的と政策手段の関係が必ずしも適合的とは言えなくなっている部分があるのではないか。経営の選択
肢を狭め、返って多元性等を損なうことにもなり兼ねないといった部分もあるのではないか。

○ マスメディア集中排除原則の政策手段が、放送番組の多様性・地域性の確保に必ずしもつながっていない部分もあるのではな
いか。

○ 経営基盤強化計画認定制度において役員兼任割合に係る特例が設けられているが、議決権保有割合に係る特例が設けられ
ていないほか、経営基盤強化計画の申請・認定等の手続きが煩雑で使い勝手が必ずしもよくないという意見もある。

○ 事業者からは、経営の選択肢を増やす観点から、認定放送持株会社制度に係る特例等の緩和が要望されている。

１．現状

２．課題

（例）

※１ 支配関係の基準や特例は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに
表現の自由享有基準の特例に関する省令（平成27年総務省令第26号）において規定。

※２ 特定役員とは、業務執行役員及び業務執行決定役員をいう。





地上基幹放送（テレビ・ラジオ） 衛星基幹放送
（BS放送・東経110度CS）同一放送対象地域 異なる放送対象地域

【「支配関係」の基準】（第５条第２項・第６条）
・議決権保有割合： 1/3超
・役員兼任割合： 1/5超
・代表権を有する特定役員※１又は常勤の特定役員
※１の兼任

【特定隣接地域特例】（第12条）
・特定隣接地域※２に放送対象地域が含まれる地上
基幹放送事業者（コミュニティ放送を除く。）又はそ
れを支配する者は、複数の同一メディア（テレビ又
はラジオ）の兼営・支配が可能。

【ラジオ（コミュニティ放送を除く。）４局特例】（第８条第２号・第４号）
・ラジオ放送（コミュニティ放送を除く。）は、放送対象地域の重複に関わらず、４局まで兼営・支配が可能。

【認定放送持株会社制度の特例】（第９条第２号）
・認定放送持株会社が1/3超の議決権割合を保有
する地上基幹放送事業者（テレビ・ラジオ）の放送
対象地域につき12都道府県まで。

【「支配関係」の基準】（第５条第１項・第６条）
・議決権保有割合： 1/10超
・役員兼任割合： 特定役員※１の1/5超
・代表権を有する特定役員※１又は常勤の特定役員
※１の兼任

【参考】 マスメディア集中排除原則の具体的規定の全体像（概要）

【テレビ兼営特例】（第８条第１号）
・テレビ放送事業者又はそれを支配する者は、異な
る放送対象地域のテレビ放送事業者を議決権保
有割合1/10超1/3以下の範囲内で兼営・支配する
ことが可能。

【コミュニティ放送特例】（第８条第３号）
・放送対象地域に同一の市区町村の区域を含むコ
ミュニティ放送は、複数（上限なし）の兼営・支配が可能。

【三事業支配の禁止の特例】（第８条第５号）
・ニュース又は情報の独占的頒布のおそれがないと
きは、三事業支配（新聞・テレビ・ラジオの支配）が可能。

【経営困難特例】（第11条）
・会社更生法の更生手続開始の決定を受けている場合等に該当する地上基幹放送事業者は、第８条第１号
から第５号までの特例の適用に当たり、地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。

【経営基盤強化計画認定制度における役員兼任に係る特例】（第10条）
・認定経営基盤強化計画を提出した基幹放送事業者に対する特定役員兼任割合が1/5超1/3以下の場合は、
支配関係に該当しないものとみなす。
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注） 条文番号は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令（平成27年総務省令第26号）のもの。

※２ ２以上の放送対象地域（関東・中京・近畿広域圏を除く。）のうち
の特定の１の放送対象地域に他の全ての放送対象地域が隣接する
位置関係にある場合における当該２以上の放送対象地域の集合。

※１ 業務執行役員及び業務執行決定役員。

【トラポン数上限】（第８条第６号）
○1/3超の議決権保有関係でつながる
グループ全体において、
・２K： 計４トラポン以下
・４K： 計４トラポン以下

〔地上基幹放送事業者及び衛星基幹放
送事業者をグループに含む場合〕
○上記条件に加え、以下の条件を満たす

ことが必要（第８条第７号イ・ロ）
・BS放送事業者への議決権保有割合
は1/3超1/2以下の範囲内
（一定の要件において当該議決権保有
関係を支配関係に該当しないとみなす）

・グループ全体の東経110度CS放送
は２トラポン以下

〔認定放送持株会社制度の特例〕（第９
条第３号）※４

○認定放送持株会社と1/3超の議決権
保有関係でつながるグループ全体
のBS放送は、
・２K： 計0.5トラポン以下
・４K： 計0.5トラポン以下

※４ 第８条第７号ロは適用。
※４ 第８条第７号イに適合する場合、この
特例は適用されず、第８条第６号が適用。

【「支配関係」の基準】（第５条第３
項・第６条）

・議決権保有割合： 1/3超
・役員兼任割合： 特定役員※３の

1/5超
・代表権を有する特定役員※３又は
常勤の特定役員※３の兼任

※３ 業務執行決定役員であって業務執行役員で
ない者の数の業務執行決定役員の総数に占め
る割合が1/3を超えない場合、業務執行役員。












